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愛知県 名古屋市
教育委員会事務局総務部学事課
就学援助係 052-972-3217 a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000051014.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 豊橋市 教育部学校教育課 0532-51-2825 gakkoukyoiku@city.toyohashi.lg.jp http://www.city.toyohashi.lg.jp/3215.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・ＰＴＡ新聞に掲載
・新小１は、入学説明会で就学援助制度の書類を配付 ○

制度案内等を行い、希望者が教育委員会にて申請（申請書を事前
配布していない）

愛知県 岡崎市 教育委員会事務局学校指導課 0564-23-6425 gakkoshido@city.okazaki.lg.jp
http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1104/1130/p011942.htm
l ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 一宮市
一宮市教育委員会　教育文化部
学校教育課 0586-85-7072 gaku@city.ichinomiya.lg.jp

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/gakkou/1010007
/index.html ○ ○ ○ ○ ○ 小中学校の入学説明会に制度の案内を配布 ○ ○

愛知県 瀬戸市 学校教育課 0561-88-2762 kyoiku@city.seto.lg.jp http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000617/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 半田市 半田市教育委員会学校教育課 0569-84-0688 gkkyoiku@city.handa.jg.jp
http://www.city.handa.lg.jp/gkkyoiku/kosodate/kyoiku/shug
akuenjo/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 春日井市 教育委員会事務局学校教育課 0568-85-6442 gakko@city.kasugai.lg.jp
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/kyoiku/school/1009202.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 転入世帯に就学援助制度の書類を配布 ○

愛知県 豊川市 豊川市教育委員会　学校教育課 0533-88-8033 gakokyoiku@city.toyokawa.lg.jp
https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/shochugakko/syu
ugakuenjo.html 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 津島市 津島市教育委員会学校教育課 0567-24-1111

市サイトの問合せページ
http://city.tsushima.lg.jp/cgi-
bin/formmail/formmail.cgi?d=kyoui
kuiinkai

http://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/gakkoukyouiku/gak
koukyouikuka/syuugakuenjyohi.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

・窓口に就学援助制度のチラシを設置。
・就学時健康診断時に就学援助制度のチラシを配布。 ○

愛知県 碧南市 教育委員会　庶務課 0566-41-3311（内線503） kshomuka@city.hekinan.lg.jp http://www.city.hekinan.aichi.jp/KSHOMUKA/syugaku.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 刈谷市 学校教育課 0566-62-1035 gakukyou@city.kariya.lg.jp
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kyouiku/syochugakko/
syugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 豊田市
豊田市教育委員会　学校教育部
学校教育課 0565-34-6661 gakkou_k@city.toyota.aichi.jp

http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/gakkou/hojo/100272
7.html ○ ○ ○ ○ PTA総会、転入時の説明の際等に就学援助制度の書類を配布 ○

愛知県 安城市 教育委員会学校教育課 0566-71-2254 gakkyo@city.anjo.lg.jp http://www.city.anjo.aichi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者から教育委員会に直接相談があった場合は、制度案内し申
請書を配布。

愛知県 西尾市 西尾市教育委員会学校教育課 0563-56-2111 gakko-kyoiku@city.nishio.lg.jp http://www.city.nishio.aichi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 蒲郡市 教育委員会庶務課 0533-66-1166 shomu@city.gamagori.lg.jp http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shomu/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 犬山市 犬山市教育委員会　学校教育課 0568-44-0350 070200@city.inuyama.lg.jp
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/manabu/1000879/
1000889.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会から各学校を通じて、前年度就学援助認定者に対して
申請書を配布

愛知県 常滑市 教育委員会学校教育課 0569-47-6129 gakkokyo@city.tokoname.lg.jp
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/gakko/1000764/
1000765.html ○ ○ ○ ○

愛知県 江南市 教育課 0587-54-1111 kyoiku@city.konan.lg.jp http://www.city.konan.lg.jp/gakokyoiku/gakkou0.html ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 小牧市 学校教育課 0568-76-1165 gkyouiku@city.komaki.lg.jp http://www.city.komaki.aichi.jp/kyoiku/shienseido/.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 稲沢市 学校教育課 0587-32-1436 kyoiku@city.inazawa.lg.jp http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/gakko/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 新城市 教育部教育総務課 0536-32-0645 shinky@city.shinshiro.lg.jp http://www.city.shinshiro.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

愛知県 東海市 東海市教育委員会学校教育課 052-603-2211 gakkyou@city.tokai.lg.jp http://www.city.tokai.aichi.jp/4164.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 大府市 大府市教育委員会　学校教育課 0562-46-3332 gakkyo@city.obu.lg.jp
http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?frmId=3037
8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入学説明会での説明及び書類配付及び前年度認定者に対する更
新案内の送付。

愛知県 知多市 知多市教育委員会　学校教育課 0562-36-2681 gakukyo@city.chita.lg.jp http://www.city.chita.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 子供の未来応援国民運動（支援情報ポータルサイト） ○ ○ 前年度の受給者全員に制度案内及び申請書を配布

愛知県 知立市 教育部学校教育課 0566-95-0136 gakko@city.chiryu.lg.jp http://www.city.chiryu.aichi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 尾張旭市 教育行政課 0561-76-8176 kyoiku@city.owariasahi.lg.jp
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/kyouiku/kyouiku/gak
kou/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 当該年度受給者あて次年度手続き案内送付 ○ ○

愛知県 高浜市 教育委員会　学校経営グループ
0566-52-1111（内線80-
302） gakkou@city.takahama.lg.jp http://www.city.takahama.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 岩倉市 学校教育課 0587-38-5818 gakokyoiku@city.iwakura.lg.jp http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002799.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 豊明市 学校教育課 0562-92-8316 gakyo@city.toyoake.lg.jp http://www.city.toyoake.lg.jp/3545.htm ○ ○ ○ ○ ○
前年度就学援助の対象となっていたすべての保護者に教育委員会
から申請書を配布。

愛知県 日進市 学校教育課 0561-73-4168 gakkyo@city.nisshin.lg.jp http://www.city.nisshin.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 田原市 教育部教育総務課 0531-23-3530 kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp http://www.city.tahara.aichi.jp ○ ○ ○ ○ 民生児童委員連絡協議会で制度説明 ○

愛知県 愛西市 愛西市教育委員会　学校教育課 0567-55-7136 gakko-kyoiku@city.aisai.lg.jp https://www.city.aisai.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○
各学校で制度案内を配布後、教育委員会や各支所等窓口で受付
をしている。

愛知県 清須市
清須市教育委員会教育部学校教
育課

052-400-2911（内線
1613） gakkokyoiku@city.kiyosu.lg.jp http://www.city.kiyosu.aichi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

継続者に対しては、教育委員会から制度案内・申請書を学校を通じ
て個別に配布

愛知県
北名古屋
市 教育部学校教育課 0568-22-1111 gakko@city.kitanagoya.lg.jp http://www.city.kitanagoya.lg.jp/kyouiku/0500016.php ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保

護者に申
請書を配

付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を

配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

付
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愛知県 弥富市 教育部　学校教育課 0567-65-1111 gakkou@city.yatomi.lg.jp
http://city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000269/1000290/1000274.
html ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 みよし市
みよし市教育委員会　学校教育
課 0561-32-8026 gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/gakko/shugakuenjo/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 あま市 学校教育課 052-444-0902 gakko@city.ama.lg.jp http://www.city.ama.aichi.jp/kyoiku/syoutyuu/000370.html ○ ○ ○ ○ ○ 1学期末、２学期末に学校で就学援助制度の書類を配付 ○ ○
・市ウェブサイトに掲載
・前年度末現在の認定者に送付

愛知県 長久手市 教育部教育総務課 0561-56-0625 kyoiku@nagakute.aichi.jp
http://www.city.nagakute.lg.jp/kyoiku/gakkou_kyouiku/shuug
akuenjo.html ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

愛知県 東郷町 教育部学校教育課 0561-38-3111 tgo-gakko@town.aichi-togo.lg.jp

https://www.town.aichi-
togo.lg.jp/gakko/kyouiku/kyouiku/gakkoukyouiku/tetsuzukia
nnai.html ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 豊山町 教育委員会事務局　学校教育係 0568-28-2211
gakkokyoiku-
ka@town.toyoyama.lg.jp ○ ○ ○

・前年度認定世帯に案内通知及び申請書を郵送する。
・小中学校新入学生を対象に、各学校から案内通知及び申請書を
配布する。

愛知県 大口町 生涯教育部学校教育課 0587-95-4446 kyouiku@town.oguchi.lg.jp http://www.town.oguchi.aichi.jp/2496.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会窓口に直接来所された場合は、その場で申請書を渡
し、受付をする。

愛知県 扶桑町 扶桑町教育委員会　学校教育課 0587-93-1111 kyouiku_sc@town.fuso.lg.jp https://www.town.fuso.lg.jp/kyouiku/kyoiku/kyoiku/shugaku/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 大治町 大治町教育委員会　学校教育課 052-444-2711 gakkokyoikuka@town.oharu.lg.jp http://www.town.oharu.aichi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 蟹江町 教育委員会　教育課 0567-95-1111 kyoiku@town.kanie.lg.jp http://www.town.kanie.aichi.jp/ ○ ○ ○ ○ 現年度受給者を対象に、次年度の申請書類を送付 ○
前述の方法により周知し、教育委員会窓口で配布（現年度受給者
には直接送付）。

愛知県 飛島村 教育委員会教育課 0567-52-3351 非公開 http://www.vill.tobishima.aichi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 阿久比町 教育委員会学校教育課 0569-48-1111 gakkyo@town.agui.lg.jp http://www.town.agui.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 希望者に教育委員会窓口でも申請書を配布し、受付をする。

愛知県 東浦町 教育部学校教育課 0562-83-3111 gakko@town.aichi-higashiura.lg.jp https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 南知多町 教育委員会学校教育課 0569-65-0711 gakkyou@town.minamichita.lg.jp
http://www.town.minamichita.lg.jp/main/gakkyou/gakkyou01
2.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 美浜町 美浜町教育委員会学校教育課 0569-82-1111 gakkyou@town.aichi-mihama.lg.jp http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2013100804391/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 武豊町 武豊町教育委員会学校教育課 0569-72-1111 kyoiku@town.taketoyo.lg.jp
https://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=cat
&frmId=199&frmCd=8-4-4-0-0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 幸田町 幸田町教育委員会　学校教育課 0564-63-5142 gakkokyoiku@town.kota.lg.jp http://town.kota.lg.jp/index.cfm/20,24678,200,html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度対象者に教育委員会から申請書を配付

愛知県 設楽町 教育委員会 0536-62-0531 kyoiku@town.shitara.lg.jp http://www.shitara.lg.jp/ ○ ○

愛知県 東栄町 教育課　学校教育係 0536-76-0509 kyouiku@town.toei.aichi.jp http://www.town.toei.aichi.jp/ ○ 個別対応で相談 ○

愛知県 豊根村 教育委員会 0536-85-1611 kyouiku@vill.toyone.lg.jp http://www.vill.toyone.aichi.jp/ ○ 個別に郵送 ○ 個別に郵送
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愛知県 名古屋市

愛知県 豊橋市

愛知県 岡崎市

愛知県 一宮市

愛知県 瀬戸市

愛知県 半田市

愛知県 春日井市

愛知県 豊川市

愛知県 津島市

愛知県 碧南市

愛知県 刈谷市

愛知県 豊田市

愛知県 安城市

愛知県 西尾市

愛知県 蒲郡市

愛知県 犬山市

愛知県 常滑市

愛知県 江南市

愛知県 小牧市

愛知県 稲沢市

愛知県 新城市

愛知県 東海市

愛知県 大府市

愛知県 知多市

愛知県 知立市

愛知県 尾張旭市

愛知県 高浜市

愛知県 岩倉市

愛知県 豊明市

愛知県 日進市

愛知県 田原市

愛知県 愛西市

愛知県 清須市

愛知県
北名古屋
市

①都道府県②市町村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

43 41 40 40 40 43 36 18 39 38 21 20 24 36 21 6 14 0 11 41 41 41 41 0 0 11 26 54

○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 314 やむを得ない事情により、特に就学援助が必要であると委員会が認めた者
【課税所得等の分類】所得控除がされる前の所得
【基準額の時期】平成25年4月1日 20%未満

○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 333

やむを得ない事情による突然の失業等、当年度、経済的に困窮していると判断される場合
において、特別に認定している。 【基準額の時期】４年前の年度 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２人世帯：218万円　　３人世帯：276万円　　４人世帯：303万円
５人世帯：339万円　　６人世帯：363万円　　７人世帯以上：世帯構成によって変動 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得
３年前の
年度 296 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25 課税所得 前年度 300 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 280 15%未満

○ 1.2 課税所得 その他 320 【基準額の時期】生活保護基準見直し前（平成２５年度見直し前） 10%未満

○ 1.27

総所得
（税引き
前） 前年度 285 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 282 基準額の時期は平成24年度の生活保護基準による。 15%未満

○ 1.2 その他 当該年度 248
【課税所得等の分類】合計所得金額から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控
除を除いた金額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

〇 ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 335

前年所得では判定できない特別な理由により保護者の生活状態が極めて悪いと認められる
者 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 313

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の算定方法で算定した収入額と需要額とを
比較して審査
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.05 課税所得 その他 235 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 316 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 316 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 252 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 334

・国民健康保険法に基づく保険税の減免・徴収の猶予
・保護者が失業対策適格者手帳を有する日雇労働者
・国民年金法に基づく国民年金の掛金の減免 【基準額の時期】（２）基準根拠の基準額の時期は４年前の年度 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ イからセに該当するもののうち小牧市教育委員会が認定したもの 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 ○ 1.3 課税所得 その他 316 【基準額の時期】平成24年12月 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 324 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.45 その他 前年度 500 【課税所得等の分類】給与所得控除後の所得 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 281
失業、失踪、傷病、死亡又は災害により、急激に生活状態が悪化したと教育委員会が認め
た者 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済的な理由により、就学援助の支給が必要であると委員会が認めた者 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25 課税所得
３年前の
年度 315 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

総所得
（税引き
前） その他 213 【基準額の時期】平成24年度 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 その他 300 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ 1.35 課税所得 前年度 370 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

総所得
（税引き
前） その他 207 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 1.25 課税所得 その他 304 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ 1.2 課税所得 その他 280 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ 〇 ○ 〇 ○ 〇 〇 〇 ○ 1.3 課税所得
３年前の
年度 420 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 314 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）
目安額（年

額）

就学援助率
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①都道府県②市町村

愛知県 弥富市

愛知県 みよし市

愛知県 あま市

愛知県 長久手市

愛知県 東郷町

愛知県 豊山町

愛知県 大口町

愛知県 扶桑町

愛知県 大治町

愛知県 蟹江町

愛知県 飛島村

愛知県 阿久比町

愛知県 東浦町

愛知県 南知多町

愛知県 美浜町

愛知県 武豊町

愛知県 幸田町

愛知県 設楽町

愛知県 東栄町

愛知県 豊根村

課税所得
等の分類

基準額の
時期

43 41 40 40 40 43 36 18 39 38 21 20 24 36 21 6 14 0 11 41 41 41 41 0 0 11 26 54

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）
目安額（年

額）

就学援助率

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.2

総所得
（税引き
前） 前年度 270 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 1.5 課税所得 その他 367 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 1.29 その他 その他 304
【課税所得等の分類】総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額
【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ 1.3 課税所得 その他 362 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

総所得
（税引き
前） その他 290 【基準額の時期】平成２４年１２月末日時点の生活保護基準を使用 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済的に困窮しており、生活状況が極めて悪いと認められるとき。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他、特別な事情や理由がある方 10%未満

○ ○ 1.2 課税所得 前年度 280 10%未満

○ 1.2 課税所得 当該年度 276 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 341 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 268
【基準額の時期】６月までは前年度生活保護基準額、７月からは当該年度生活保護基準額
で判定をする。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 289 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 1.3 課税所得 前年度 258 (2)の目安額(年額)は持ち家判定の場合、借家判定の場合の目安額(年額)は331万円 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会が特に援助が必要と認める者 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

総所得
（税引き
前） その他 315 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満



該当団体数54

愛知県 名古屋市

愛知県 豊橋市

愛知県 岡崎市

愛知県 一宮市

愛知県 瀬戸市

愛知県 半田市

愛知県 春日井市

愛知県 豊川市

愛知県 津島市

愛知県 碧南市

愛知県 刈谷市

愛知県 豊田市

愛知県 安城市

愛知県 西尾市

愛知県 蒲郡市

愛知県 犬山市

愛知県 常滑市

愛知県 江南市

愛知県 小牧市

愛知県 稲沢市

愛知県 新城市

愛知県 東海市

愛知県 大府市

愛知県 知多市

愛知県 知立市

愛知県 尾張旭市

愛知県 高浜市

愛知県 岩倉市

愛知県 豊明市

愛知県 日進市

愛知県 田原市

愛知県 愛西市

愛知県 清須市

愛知県
北名古屋
市

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他
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○ 11,420 ○ 40,600 ○ 16,080 ○ 24,340 ・通学費、修学旅行費の支給平均額は28年度実績。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 31,319 ○ 28,366 ・通学費、修学旅行費については、29年度執行見込額の支給平均額

○ 34,560 ○ 40,600 ○ 14,000
・通学用品費：学用品費に含む
・支給平均額は全て予算額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,490 21,100 平均支給額は平成２９年度予算による。（0円は予算計上なし）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,474 平成２８年度実績に基づき算出

○ 12,970 ○ 40,600 ○ 25,500 学用品費…６年生のみ20,970円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 25,000 25,000

・「支給平均額」欄のうち、修学旅行費については、執行見込額による記入が困難であるため、平成29年
度の予算額を記入。
・通学費については、現在対象者（予定者含む）がいないため支給見込みなし。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,600 21,600

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 20,000
・学用品費と通学用品費はあわせて学用品・通学用品費として1年生か2年生以上かに区分して一定額
を支給。（1年生：　11,420円　2年生以上：　13,650円）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,311 修学旅行費の平均支給額は28年度の支給実績より算出

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 25,000 学用品費は、１年生は１１，４２０円、他の学年は１３，６５０円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 25,569 通学費は29年度執行見込み額なし。

○ 11,424 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490
・支給平均額欄は平成28年度実績額を記載。
・通学費は実績なし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 27,683 ・学用品費、通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）をあわせて、年額15,220円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,370 ・支給平均額は、平成２８年度実績により算出。

○ 12,990 ○ 40,600 ○ 15,000

○ 13,650 11,828 ○ 40,600 ○ 24,527
・平均支給額は平成２８年度実績により記入
・学用品費の上限額は１年生11,420円、２～６年生13,650円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 24,000
・通学費は２８年度実績。
・その他は２９年度予算単価。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 22,800 ・修学旅行費については、平成29年度予算額とする。

○ 15,150 ○ 40,600 ○ 27,000

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 25,000 24,259

・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）は、「学用品費」に含まれている。
・「学用品費等」は２～６年の金額を計上、２～６年は全体の８７％。なお、１年の単価は、12,990円
・「修学旅行費」は6年のみ対象。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,400

○ 13,650 13,650 ○ 40,600 ○ 22,000 平成29年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 ・支給平均額は平成29年度予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

〇 11,420 10,854 ○ 40,600 ○ 26,000 支給平均額は２９年度予算に計上した単価を入力

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 13,500 ○ 19,900 ○ 15,000 15,000
・学用品費は　1年生…年10,500円　2年生～6年生…年13,500円
・修学旅行費は　29年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,000 支給平均額は、平成29年度予算に計上した単価

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額
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（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 5 6 5 50 50 0 0 0 0 1 1 1 54 53 0 7 7 0 3 3 3 1 0 0 25 25 0 23 23 23 7 6 0 32

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

○ 10,800 ○ 40,600 ○ 20,000

○ 13,270 13,270 ○ 19,900 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19,990 19,990

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,500 支給平均額＝Ｈ２８年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 ・平均支給額について、平成２８年度実績額による。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 24,610

○ 8,880 ○ 13,000 ○ 15,000 15,000 ・学用品費と通学用品費は合わせて支給。（1年：620円/月、2～6年生：740円/月）

○ 12,240 ○ 19,500 ○ 19,800 19,800

・学用品費・・・（１年生）10,440円、（２～６年生）12,240円
・通学用品費及び校外活動費（宿泊を伴わない）は学用品費の中に含む。
・修学旅行費の平均支出額は、平成２８年度実績額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490
・校外活動費(宿泊を伴うもの)は２８年度実績額による。
・通学費は実績なし。

○ 12,610 ○ 19,900 ○ 24,201
・通学用品費　1年　0円　　2～6年 2,170円
・修学旅行費の支給平均額は、平成28年度の実績にて算出

○ 12,990 ○ 20,470 ○ 25,033
・H28実績額より記入
・「学用品費」の中に、「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」（1,570円分）が含まれている。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 30,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,490 21,490 ・通学費については、該当者がいないためH28年度実績及びH29年度執行見込み額は0円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 19,645 0 ○ 10,745 10,745 通学費について対象となっているが、支給実績はなし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 10,754
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（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
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上限の
金額
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一定額
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現物支給 上限額
上限の
金額
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平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 5 5 5 50 49 0 0 0 0 1 1 1 54 53 0 7 7 0 3 3 3 1 0 0 25 25 0 23 23 23 7 6 0 32

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 52,995 ○ 51,438 ・通学費、修学旅行費の支給平均額は28年度実績。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 98,350 ○ 47,931 ・通学費、修学旅行費については、29年度執行見込額の支給平均額

○ 60,480 ○ 47,400 ○ 28,000
・通学用品費を学用品費に含む
・支給平均額は全て予算額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57,590 57,500 ・平均支給額は平成２９年度予算による。（0円は予算計上なし）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 48,629 平成２８年度実績に基づき算出

○ 24,560 ○ 47,400 ○ 55,000 学用品費…３年生のみ32,560円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57,590 57,290

・「支給平均額」欄のうち、修学旅行費については、執行見込額による記入が困難であるため、平成29年
度の予算額を記入。
・通学費については、現在対象者（予定者含む）がいないため支給見込みなし。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 36,000 36,000

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 50,000
・学用品費と通学用品費はあわせて学用品・通学用品費として1年生か2年生以上かに区分して一定額
を支給。（1年生：　22,320円　2年生以上：　24,550円）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 53,252 修学旅行費の平均支給額は28年度の支給実績より算出

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 55,000 学用品費は、１年生は２２，３２０円、その他の学年は２４，５５０円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 10,000 ○ 48,149 ・通学費、修学旅行費の支給平均額は28年度実績。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 49,226
・支給平均額欄は平成28年度実績額を記載。
・通学費は実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 52,000

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 47,897 ・学用品費、通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）をあわせて、年額26,820円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 55,101 ・支給平均額は、平成２８年度実績により算出。

○ 24,570 ○ 47,400 ○ 40,000

○ 24,550 22,380 ○ 47,400 ○ 59,647
・平均支給額は平成２８年度実績により記入
・学用品費の上限額は１年生22,320円、２～３年生24,550円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 81,619 ○ 60,000
・通学費は２８年度実績。
・その他は２９年度予算単価。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 70,000 ・修学旅行費については、平成29年度予算額とする。

○ 26,050 ○ 47,400 ○ 61,000

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 57,590 55,143

・通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）は、「学用品費」に含まれている。
・「学用品費等」は２～３年の金額を計上、２～３年は全体の７１％。なお、１年の単価は、24,590円
・「修学旅行費」は3年のみ対象。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 51,600

○ 24,550 24,550 ○ 47,400 ○ 36,000 平成29年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 ・支給平均額は平成29年度予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50,000

〇 22,320 21,292 ○ 47,400 ○ 55,000 支給平均額は２９年度予算に計上した単価を入力

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 24,000 ○ 22,900 ○ 45,000 45,000
・学用品費は　1年生…年21,600円　2年生～3年生…年24,000円
・修学旅行費は　29年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 52,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58,000 支給平均額は、平成29年度予算に計上した単価

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
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（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容
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２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

○ 20,400 ○ 47,400 ○ 50,000

○ 23,870 23,870 ○ 22,900 ○ 56,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 54,590 54,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 51,400 支給平均額＝Ｈ２８年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 50,098 ・平均支給額について、平成２８年度実績額による。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 52,300

○ 15,960 ○ 15,000 ○ 40,000 40,000 ・学用品費と通学用品費は合わせて支給。（1年生：1,210円/月、2～3年生：1,330円/月）

○ 21,180 ○ 22,400 ○ 53,600 53,600
・学用品費・・・（１年生）19,320円、（２～３年生）21,180円
・通学用品費は学用品費の中に含む。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,055
・修学旅行費は、２８年度実績による。
・通学費は実績なし。

○ 23,880 ○ 22,900 ○ 56,089
・学用品費　1年・2年　23,880円　3年　21,700円
・修学旅行費の支給平均額は、平成28年度の実績にて算出

○ 24,590 ○ 23,550 ○ 59,365
・H28実績額より記入
・「学用品費」の中に、「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」（2,270円分）が含まれている。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50,000 50,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57,590 57,590 ・通学費については、該当者がいないためH28年度実績及びH29年度執行見込み額は0円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 11,775 11,775 ○ 39,705 0 ○ 28,645 28,645 通学費について対象となっているが、支給実績はなし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 28,795



該当団体数54

愛知県 名古屋市

愛知県 豊橋市

愛知県 岡崎市

愛知県 一宮市

愛知県 瀬戸市

愛知県 半田市

愛知県 春日井市

愛知県 豊川市

愛知県 津島市

愛知県 碧南市

愛知県 刈谷市

愛知県 豊田市

愛知県 安城市

愛知県 西尾市

愛知県 蒲郡市

愛知県 犬山市

愛知県 常滑市

愛知県 江南市

愛知県 小牧市

愛知県 稲沢市

愛知県 新城市

愛知県 東海市

愛知県 大府市

愛知県 知多市

愛知県 知立市

愛知県 尾張旭市

愛知県 高浜市

愛知県 岩倉市

愛知県 豊明市

愛知県 日進市

愛知県 田原市

愛知県 愛西市

愛知県 清須市

愛知県
北名古屋
市

①都道府県②市町村

自由記載欄

42 12 12 1

○
「制服や体操服等のリユース活動」については多くの学校でPTAと連携するなど状況に応じ
て進めているところである。

○

○

○

○ 一部の学校において学生服のリサイクルを実施している学校がある。

○ 制服・体操服等のリサイクル

○

○ 一部の学校で制服のリサイクルを行っている。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 希望する生徒への制服、体操服、体育館シューズ、指定バッグなどのリサイクル。

○

○

○

○ 制服の貸し出し

○

○
一部中学校において、体育館シューズ、スリッパ、ナップ等の学年カラーや男女カラーを廃止
した（兄弟等で再利用をしやすくするため）

○

○

○ 希望する生徒への制服のリサイクル

○

○

○

○

○

○

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

イに○をした場合，その内容
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①都道府県②市町村

愛知県 弥富市

愛知県 みよし市

愛知県 あま市

愛知県 長久手市

愛知県 東郷町

愛知県 豊山町

愛知県 大口町

愛知県 扶桑町

愛知県 大治町

愛知県 蟹江町

愛知県 飛島村

愛知県 阿久比町

愛知県 東浦町

愛知県 南知多町

愛知県 美浜町

愛知県 武豊町

愛知県 幸田町

愛知県 設楽町

愛知県 東栄町

愛知県 豊根村

自由記載欄

42 12 12 1

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

イに○をした場合，その内容

○

○ 制服の貸し出し等

○

○ 制服等学用品のリサイクルなど

○

○

○
卒業生から不要な制服等を提供してもらい、バザー形式で授業参観にあわせて販売を行っ
ている。

○

○

○

・平成２８年度まではその年度の生活保護基準の１．１倍の基準を就学援助認定の基準としていたが、平成２９年度からはその年度の生活保護基準の１．２倍としている（質問Ⅲの３で回
答したウはこの１．２倍への変更を示す）。
毎年度生活保護基準の単価変更に合わせてその年度の就学援助認定基準も変動するが、その年度の認定基準で不認定となった者は平成２５年度の旧基準で判定しなおして、認定と
なった場合は認定としている。

○

○

○

○

○

○

○ 希望する生徒への制服・体操服のリサイクル

○

○

○


